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船舶事故調査報告書 

 

                             平成２５年７月１８日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                         委   員  庄 司 邦 昭 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 乗揚 

発生日時 平成２４年７月２５日 ０９時２０分ごろ 

発生場所 広島県廿日市市蛭ケ崎
ひ る がさ き

鼻東方沖 

 廿日市市所在の城山四等三角点から真方位１３２°１.０海里付近 

 （概位 北緯３４°１６.８′ 東経１３２°１６.６′） 

事故調査の経過  平成２４年８月２１日、本事故の調査を担当する主管調査官（広島

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

ケミカルタンカー ひのくに丸、１９９トン 

 １３１４０８、有限会社西海運 

 ４０.６０ｍ×７.７０ｍ×３.４０ｍ、鋼 

 ディーゼル機関、４４１kＷ、平成３年１月 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ６７歳 

 五級海技士（航海） 

  免 許 年 月 日 昭和４０年７月９日 

  免 状 交 付 年 月 日 平成２２年３月１６日 

  免状有効期間満了日 平成２７年１２月２６日 

 死傷者等 なし 

 損傷 船尾船底に擦過傷及び機関室付近の船底外板に破口 

 事故の経過  本船は、船長ほか２人が乗り組み、空船で船首約０.８０ｍ、船尾

約２.８０ｍの喫水により、平成２４年７月２５日０９時１０分ご

ろ、船長が、操船に当たり、入船左舷着けした廿日市市梅原漁港内の

荷役桟橋を離桟し、同漁港入口に向けて主機を後進として低速力で後

進により、南東進した。 

 船長は、梅原漁港南側の海岸を通過した頃、右回頭するために右舵

一杯を取って微速力前進とし、半速力に増速して回頭を終え、船首を

同漁港北側の蛭ケ崎鼻東方沖に向けて北東進中、０９時２０分ごろ蛭

ケ崎鼻東方沖の浅所に乗り揚げ、乗り切った。 

 船長は、船内を調査したところ、機関室に浸水を認め、広島県江田

島市の造船所に向かった。 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 南南東、風力 ２、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 上げ潮の初期 
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 その他の事項  船長は、梅原漁港での出入港経験が豊富であり、蛭ケ崎鼻沖に干出

浜が存在しており、水深が浅いことを知っていた。 

 船長は、蛭ケ崎鼻東方沖に向けて航行する際、蛭ケ崎鼻との離岸距

離を目測し、ＧＰＳプロッター等で船位を確認していなかった。 

 海図Ｗ１１３によれば、蛭ケ崎鼻沖には海岸から約１５０ｍ干出浜

が拡延している。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

なし 

 本船は、蛭ケ崎鼻東方沖を北東進中、船長が蛭ケ崎鼻の離岸距離を

目測していたことから、蛭ケ崎鼻沖に存在する干出浜の浅所に接近

し、浅所に乗り揚げたものと考えられる。 

原因  本事故は、本船が、蛭ケ崎鼻東方沖を北東進中、船長が蛭ケ崎鼻の

離岸距離を目測していたため、蛭ケ崎鼻沖に存在する干出浜の浅所に

乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・船位は目測だけでなくＧＰＳプロッター等で確認すること。 

 


